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   午前１０時００分開会 

○議長（秋山哲朗君）  おはようございます。ただいまから平成２６年第１回美祢市

議会定例会を開会いたします。 

 これより会議に入ります。 

 この際、事務局より諸般の報告をいたさせます。事務局長。 

○議会事務局長（石田淳司君）  御報告いたします。 

 本定例会に、本日までに送付してございますものは、執行部からは報告第１号及

び議案第１号から議案第３７号までの３８件、並びに事務局からは会議予定表でご

ざいます。 

 本日、机上に配付してございますものは、議事日程表（第１号）及び議案付託表、

以上２件でございます。 

 御報告を終わります。 

○議長（秋山哲朗君）  本日の議事日程は、お手元に配付いたしております日程表の

とおりでありますので、御協力をお願いいたします。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８０条の規定により、議長において、俵薫議員、

馬屋原眞一議員を指名いたします。 

 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から３月２５日までの２２日間と

いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、会期は２２日間と決定いた

します。 

 なお、会期中の会議予定につきましては、既に送付いたしております予定表のと

おりでありますので、御了承をお願いいたします。 

 この際、村田市長より発言の申し出がありましたので、発言を許可いたします。

村田市長。 

○市長（村田弘司君）  議長のお許しをいただきましたので、３月議会の冒頭に当た

り、去る１月１７日最高裁判所第２小法廷において決定のありました、美祢市配食

サービス事業にかかわる住民訴訟について御報告をさせていただきます。 
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 この案件は、市の配食サービス事業を受託していた事業者への委託料が過払いで

あるため、市が事業者に対して過払い分の返還を求めるべきだとして、市内在住の

住民、現在美祢市議会議員である坪井康男氏が市長に対し住民訴訟を行ったもので

あります。 

 これまでの経緯は、判決ごとに議会に報告してまいりましたとおり、第２審の広

島高等裁判所の判決では市の主張が認められ、坪井氏の請求は棄却されましたが、

坪井氏はこれを不服として、平成２５年４月に最高裁判所へ上告受理の申し立てを

いたしました。 

 これに対する平成２６年１月１７日付の最高裁判所第２小法廷での決定の主文は、

ちょっと読み上げさせていただきますと、１、本件を上告審として受理しない。２、

申し立て費用は申立人の負担とする、というもので、上告そのものを受理しないと

いう決定であります。 

 したがいまして、平成２５年４月１１日付で言い渡しのありました広島高等裁判

所による、市が勝訴の判決が確定をいたしたところであります。 

 今回の最高裁判所の判断は、美祢市の主張が認められた妥当な判断であり、市と

しては今後とも配食サービス事業を適正に実施をすることにより、住民福祉の向上

を図りたいと考えておりますので、議員の皆様方、また市民の皆様方の御理解、御

協力を賜りますようお願いを申し上げるところであります。 

 以上、報告といたします。 

○議長（秋山哲朗君）  さらに、永冨教育長より発言の申し出がありましたので、発

言を許可いたします。永冨教育長。 

○教育長（永冨康文君）  議長のお許しをいただきましたので、美祢市立中学校の適

正規模・適正配置に関し、秋芳南中学校及び秋芳北中学校の今後について、御報告

を申し上げます。 

 まず、各中学校の現状であります。平成２５年５月１日現在、それぞれの中学校

の生徒数は、秋芳南中学校６１名、秋芳北中学校４７名、各学年１学級で、部活動

等団体協議においては、部員数の減少により活動が大変厳しい状況であり、部活動

の選択肢も限られ、生徒の要望に十分応えられていない状況であります。 

 また、平成２８年５月の推計生徒数は秋芳南中学校４５名、秋芳北中学校３９名

で、秋芳南中学校では１６名、秋芳北中学校では８名、合計２４名の減少となる見
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込みであります。このような中、それぞれの学校において保護者の皆様が中心とな

って、秋芳地域の中学校の今後のあり方について協議を重ねてこられました。 

 その結果、平成２５年８月１２日秋芳北中学校育友会会長から、１、平成２７年

４月１日をもって、秋芳北中学校と秋芳南中学校を統合すること、２、両校の統合

は対等とすること、３、新しい学校施設として現秋芳南中学校を使用すること、４、

新たにスクールバスを運行することの４項目を明記した要望書の提出がありました。 

 また、同月である平成２５年８月２７日秋芳南中学校育友会会長からも同様の要

望とともに、さらに５、通学路を整備すること、６、教育委員会が地域住民に説明

することの２項目を加えた要望書の提出がありました。 

 教育委員会といたしましては、生徒のさらなる教育環境の整備のため、保護者の

要望に基づき、各中学校単位で地域等へ対する説明会を開催いたしました。 

 その後、１０月１５日秋芳北中学校育友会から、統合期日を１年間延長し、平成

２８年４月１日とする期日変更の要望書が提出され、同月２７日秋芳南中学校育友

会においても秋芳北中学校育友会と歩調を合わせる旨の決議がなされたところであ

ります。 

 教育委員会といたしましては、統合の期日変更につきましても保護者の意向を尊

重し、地域の同意を得るべく、地域説明会とともに各小学校等の保護者への説明会

を開催し、統合に向けて説明を重ねてまいりました。 

 本年１月、これら説明会の開催等により地域の同意がおおむね得られたと判断い

たしまして、平成２８年４月１日両校の統合に向け、美祢市秋芳地域統合中学校開

校準備協議会を設置し、第１回目の協議会を２月２５日に開催したところでありま

す。今後、各部会を設置し、統合に向けた課題解決とともに、その準備を進めてま

いりたいと考えております。 

 なお、これまで有為な人材を多数輩出し、地域の発展に貢献し、地域からも愛さ

れてきた秋芳南中学校及び秋芳北中学校がその長い歴史を閉じることになりますこ

とは、まことに残念ではありますが、その誇りを継承しながら生徒一人ひとりの資

質能力を十分に伸ばし、それぞれの夢や希望が実現するよう、魅力と活力ある新し

い学校づくりに取り組み、美祢市の学校教育の一層の振興と発展に努めてまいる所

存でありますので、皆様のさらなる御支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 以上、報告といたします。 
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○議長（秋山哲朗君）  市長より、施政方針演説を求めます。村田市長。 

   〔市長 村田弘司君 登壇〕 

○市長（村田弘司君）  それでは、平成２６年第１回美祢市議会定例会の開会に当た

りまして、平成２６年度の施政方針を申し述べ、市議会並びに市民の皆様のより一

層の御協力と御理解をお願い申し上げたいと存じます。 

 我が国経済は、長く続いたデフレで失われた自信を取り戻しつつあります。この

ことは、４四半期連続でプラス成長、落ちこんでおりました有効求人倍率は１．

０倍を回復、全国全ての地域で１年前より消費が拡大、中小企業の景況感も、製造

業、非製造業ともプラスに転じるなど、景気は着実に上向いていることをもってし

ても明らかであります。また、今後２０２０年のオリンピック・パラリンピック東

京開催に向け、さらなる経済活動の活性化が期待をされているところでもあります。 

 しかしながら、４月からの消費税増税、社会保障制度改革、減反廃止を見越した

補助制度の見直しなどの農政の改革は、市政や市民の皆様の日常の生活にさまざま

な影響を及ぼすことが予想されております。 

 加えまして、少子高齢化の進展、人口の減少、さらには合併に伴います地方交付

税の優遇措置が平成２７年度から段階的に縮小し、平成３１年度をもって終了する

など、本市を取り巻く環境は非常に厳しく、決して楽観視できない状況にあると強

く感じております。 

 このような状況だからこそ、美しく誇りある美祢市を次世代にしっかりと引き継

いでいくため、私はみずからの責任と判断により引き続き美祢市の舵取りを着実に

行っていく決意であります。 

 このため、平成２６年度においては総合計画に定める五つの基本目標であります

安全・安心の確保、観光交流の促進、産業の振興、ひとの育成、そして行財政運営

の強化の実現に向けた諸施策・諸事業を着実に実施するとともに、台湾を中心とい

たしました国際交流、六次産業、世界ジオパークの３本柱をさらに骨太にしてまい

ります。 

 また、平成２６年度は、第１次美祢市総合計画の計画期間１０年のうち、前期の

５年間の最終年度であります。後期５年間の基本計画の策定に加えまして、総合観

光振興計画や行政改革大綱など、さまざまな計画を見直します非常に重要な年度で

もあります。これまでの実績を踏まえた上で、市民の皆様、議会の御意見をしっか
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りとお聞きをして策定をしてまいりたいというふうに考えております。 

 それでは、平成２６年度の主な取り組みについて申し述べます。 

 まず、安全・安心の確保についてであります。４月からの消費税の引き上げに際

し、低所得者の負担を軽減するための給付金支給を的確に行います。 

 また、地球温暖化対策の一環として、電気自動車の普及促進を図るため、道の駅

おふく、道の駅みとう及び秋芳洞の駐車場に電気自動車充電器を設置をいたします。 

 消防本部の東部出張所に、新しい高規格救急車及び高度救命処置用機材を配備を

いたします。 

 また、美東簡易水道・秋芳簡易水道については、早期に良質な水を御提供できま

すよう硬度低減化の取り組みを引き続き進めてまいります。 

 また、消費者行政に関しましては、市民の皆様が安全に安心をしてお暮らしでき

る地域社会づくりを目指し、引き続き関係機関との連携を深めながら、自立した消

費者の育成に取り組んでまいる所存であります。 

 次に、観光交流の促進についてであります。 

 本年度、市内中学生が台湾水里郷を友好訪問し、一般家庭にショートステイする

などにより、得がたい貴重な体験を積んでおります。平成２６年度は、台湾水里郷

の中学生をお招きして、於福中学校で交流活動を行います。今後は、水里郷との交

流を一層深めていく上で、中学生の派遣と受け入れを交互に行いたいというふうに

考えております。 

 秋芳洞を訪れた外国人観光客は、本年度４月から１２月末までの累計を前年度同

時期と比較をいたしますと、数にいたしますと約７，０００人、率にして約８３％

ふえております。これまでの国際交流の推進の取り組みに一定の成果が上がったも

のというふうに考えております。 

 これをさらにふやしていくために、美祢国際観光交流推進協議会の活用や山口市

との協力関係により、主に台湾、韓国に対する誘客活動を積極的に展開をしてまい

ります。市のホームページも、英語、中国語、そして韓国語で閲覧できるように更

新をいたします。 

 また、毎年８月にアンモナイトフェスティバルが開催をされてきましたが、これ

を見直し、新たに交流人口の拡大を目指して、台湾の国民的行事でありますランタ

ンフェスティバルを参考に開催をされますイベントの支援を行います。 
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 また、来年のＮＨＫの大河ドラマは吉田松陰先生の妹が主人公ということで、山

口県が舞台となり、全国に大きく映し出されることも多いかというふうに思ってお

ります。映画やテレビ、それからドラマ、ＣＭのロケ地の誘致、それから、撮影支

援などを行うフィルムコミッションを設立をいたしまして、特に山口県が舞台にな

ります来年の大河ドラマや明治維新１５０周年に向けての誘致活動を積極的に行っ

てまいります。 

 次に、産業の振興についてであります。 

 六次産業化の振興を図るために、関係者のネットワーク化を進めまして、六次産

業化に取り組む個人、団体への支援を行います。 

 さらには、地域ブランドになり得ると認められる加工品の開発等に取り組む個人、

団体を支援をいたします。本年度ミネコレクションと銘打って地域ブランドを認定

いたしましたが、今後パンフレット、ホームページ等により、またフェアへの出品

などにより、国内はもとより台湾に向けても積極的なＰＲを展開をしてまいります。 

 農業では、新規就農を希望される若者に対して、就農意欲の喚起と就農後の定着

を図るための支援を行います。また、再生利用が可能な荒廃農地を再生をいたし、

農地の流動化を図るとともに、耕作放棄を抑制するための支援を行います。農家に

深刻な被害を与える有害鳥獣の捕獲、追い払い、侵入防止といった対策及び捕獲担

い手の育成に、一層力を注いでまいります。 

 次に、ひとの育成についてであります。 

 平成２７年度から始まります幼児期の教育・保育、地域の子供、子育ての総合的

な支援の事業計画を策定をするとともに、ニーズに合った子育て支援策を展開する

ため、すこやか子育て基金を新たに創設をいたします。 

 学校教育では、全小中学校をコミュニティスクールに指定をいたし、学校運営協

議会を設置をし、地域とともにある新しい学校づくりをスタートいたします。 

 また、教師の資質向上を図ることにより、世界へ羽ばたく人材を育成するととも

に、教師の授業力を向上させることで、学力日本一の児童・生徒の育成を目指して

まいります。 

 小学校の３・４年生を対象にした、わかりやすい地域や美祢ジオパーク構想の内

容を盛り込みました社会科副読本を作成いたしまして、ふるさと学習に活用するこ

とにより、ふるさと美祢を愛する子供を育てたいというふうに考えております。 
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 また、美祢市の特別支援教育の実態調査・研究及び今後の特別支援教育の基本方

針の策定、また特別支援教育にかかわる人材の育成、さらには市民への特別支援教

育の理解啓発活動を通じて美祢市全体の特別支援教育の充実を図ることで、特別支

援学校の誘致活動を積極的に行ってまいります。 

 市民の生涯学習の推進及び自主的なコミュニティ活動の拠点として、伊佐町堀越

地区の旧堀越小学校跡地にコミュニティセンターを建設をいたします。 

 奈良の大仏は、美東の長登銅山から掘り出しました銅が使用されております。

２年に一度の奈良の大仏が安置をされます東大寺にゆかりの自治体が集まって開催

をいたします東大寺サミットを来年度、平成２６年度は美祢市で開催をいたしまし

て、長登銅山はもとより美祢市の情報発信に努めてまいりたいというふうに思って

おります。 

 ジオパーク活動の推進については、本年度残念ながらジオパークの認定はなりま

せんでしたが、取り組むべき課題が逆に浮き彫りにされましたので、これを踏まえ

ました上で関係団体の皆様、市民の皆様と一丸になってジオパーク認定実現に向け

て取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

 まずは、ジオパーク活動推進の中心となる美祢市ジオパーク推進協議会を強力に

支援をいたします。併せまして、ジオパーク活動の拠点施設であります秋吉台科学

博物館の活動の充実を図り、長登銅山跡駐車場のトイレを整備をいたします。さら

には、ジオパーク拠点施設の将来構想の検討に着手をいたします。 

 なお明日、あすですけれども、３月５日に長登銅山文化交流館におきまして山口

大学長との包括協力協定を締結をする予定であります。これを契機に、山口大学と

の連携を一層深めまして、ジオパーク活動の推進はもとより、市の振興につなげて

まいりたいと考えております。 

 最後になりますけれども、行財政運営の強化についてであります。 

 観光事業特別会計については、経営健全化計画に基づき資金不足をこれまでも解

消してまいりましたが、経営健全化基準の達成を平成２６年度中に目指したいとい

うふうに思っております。 

 平成２８年１月から社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制の運用が開

始されますが、これに適合するように市の住民情報系システムを更新をいたします。

併せて、情報管理の徹底を行う体制を整えます。 
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 地域や団体の自主的なまちづくりに対して、引き続き支援を行ってまいりますが、

新たに地域や団体による貴重な地形、地質、自然環境や歴史的な遺産の保護保全、

再発見を行うための取り組み、いわゆるジオパーク活動に対して支援を行います。 

 また、市庁舎をはじめ多くの公共施設の老朽化が進行しております。これら公共

施設の計画的な建てかえ、改修、統廃合などの将来のあり方について、専門家等も

交えて検討を進めてまいります。 

 以上、総合計画の基本目標に沿って主な取り組みを申し述べましたが、本年度に

引き続き国際交流の推進、六次産業の創出、ジオパーク活動の推進のトリプルエン

ジンを相互にリンクをさせまして、美祢市の持つ限りない可能性に向かってまい進

をしてまいりたいというふうに考えております。 

 今後とも、市民の方が夢・希望・誇りを持ってお暮らしできる交流拠点都市美祢

市の実現に向けて、粉骨砕身、市政運営に力を注いでまいる所存であります。 

 市議会並びに市民の皆様のなお一層の御理解と御協力を心よりお願いを申し上げ

まして、平成２６年度の施政方針といたします。 

○議長（秋山哲朗君）  日程第３、報告第１号から日程第４０、議案第３７号までを

会議規則第３５条の規定により、一括議題といたします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。村田市長。 

   〔市長 村田弘司君 登壇〕 

○市長（村田弘司君）  本日、平成２６年第１回美祢市議会定例会に提出をいたしま

した報告１件と議案３７件について、御説明を申し上げます。 

 報告第１号は、損害賠償の額を定めることに関する専決処分についての報告であ

ります。 

 これは平成２６年１月２４日、本市所有の自動車による公務上の事故に伴い損害

賠償の義務が発生したため、損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第

１８０条第１項の規定に基づき専決処分いたしましたので、同条第２項の規定によ

り報告いたすものであります。 

 議案第１号は、専決処分の承認についてであります。 

 処分事件は、平成２５年度美祢市一般会計補正予算（第９号）であります。これ

は、前山口県知事山本繁太郎氏の辞職に伴い、本年２月２３日に執行された山口県

知事選挙にかかわる経費として、総務費に報酬や賃金、一般職員人件費等、総額２，
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９０７万４，０００円を増額したものであります。この財源といたしましては、県

支出金を増額の２，９０７万４，０００円計上し、歳入歳出それぞれ１６１億６，

１６６万円としたものであります。 

 以上、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分いたしましたので、

同条第３項の規定により報告し承認を求めるものであります。 

 議案第２号は、平成２５年度美祢市一般会計補正予算（第１０号）であります。 

 この度の補正は、各事業の決算見込みによる調整と当面必要とする経費について

所要額の追加、さらには国の好循環実現のための経済対策に呼応した事業にかかわ

る予算計上を行うとともに、年度内に完成が見込めない事業についての繰越明許費

の設定、債務負担行為の補正並びに地方債の追加及び補正を行うものであります。 

 それでは、補正の主なものにつきまして、歳出から費目の順に御説明をいたしま

す。 

 まず、議会費では、議員報酬や視察旅費等の決算見込みによる調整で、２００万円

を減額補正いたします。 

 次に、総務費では、退職手当や豊かなまちづくり基金積立金等を追加計上すると

ともに、ふるさと応援未来創造交付金、ジオパーク推進協議会への負担金等を減額

いたしております。 

 退職手当は、勧奨退職の募集に応じた職員等への退職手当であり、退職負担金は

病院看護師の退職手当の負担金であります。 

 ゆたかなまちづくり基金積立金の増額につきましては、昨年１月に閣議決定され

た日本経済再生に向けた緊急経済対策に基づき創設をされた地域の元気臨時交付金

の交付により、平成２５年度と平成２６年度２カ年間での事業実施を予定しており

ましたが、平成２５年度分の事業費の減少に伴い発生した余剰金を当該基金に積み

立てるものであります。なお、残余分につきましては、全額平成２６年度で対応す

ることとしております。 

 ふるさと美祢応援基金の増額につきましては、ふるさと納税制度による寄附者の

増加に伴い、さきの１２月定例会に続き増額補正を行う一方で、生活バス路線維持

事業費、ふるさと応援未来創造交付金事業、ジオパーク推進事業等につきましては、

実績に基づきそれぞれ減額補正を行い、総務費総額では２億４，８９６万４，

０００円を増額補正いたしております。 
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 次に、民生費につきましては、決算見込みによる調整のほか、社会福祉費では、

障害者自立支援給付支払等システム改修について、国からの要請に基づき委託料を

増額するとともに、児童福祉費において、市内の私立保育園に対する国県補助金等

が超過交付となったことによる返還金を追加計上しております。 

 この結果、民生費総額で１億７８０万７，０００円の減額補正となったところで

あります。 

 次に、衛生費の保健衛生費では、平成２４年度に実施をいたしました、がん検診

推進事業等で、超過交付となった国県補助金の返還金を追加計上したほか、清掃費

も含めまして決算見込みによる調整を行ったところであり、衛生費総額では１，

４２１万３，０００円を減額補正いたしております。 

 次に、労働費では、中小企業退職金共済への加入者が当初の見込みを超えること

に伴い、掛け金に対する補助金を２２万４，０００円増額補正いたしております。 

 次に、農林費では、決算見込み並びに県補助金の交付決定に伴うもの、また県負

担割合のかさ上げにより市、地元負担金額が減額となったことなどから、農林費総

額では２，２１２万６，０００円を減額補正いたしております。 

 次に、商工費では、決算見込みによる減額する一方、合併５周年記念事業として

実施をしました秋芳洞等の普通観覧料無料化のキャンペーンの実施に伴う損失補填

部分を、観光事業特別会計への繰出金として追加するとともに、燃料費の高騰によ

り道の駅おふくの指定管理料を追加計上し、商工費総額で１３６万４，０００円を

増額補正いたしております。 

 次に、土木費では、まず道路橋梁費において決算見込みによる減額のほか、街路

等総点検業務を国の要請に応じ前倒しして実施する経費を追加計上しております。 

 その他、決算見込みによる調整を行うとともに、公共下水道事業会計繰出金を減

額し、土木費総額で６６４万３，０００円を減額補正いたしております。 

 次に、消防費では、下関市と共同実施しております消防救急無線デジタル化共同

整備事業工事負担金について、平成２５年度分の負担額の確定に伴い減額する一方

で、消火栓２カ所の新規設置にかかわる負担金を増額し、消防費総額では５４９万

２，０００円を減額補正いたしております。 

 次に、教育費では、決算見込みによる調整を行った結果、教育費総額で２，

００１万６，０００円を減額補正いたしております。 
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 災害復旧費では、入札減など決算見込みにより１，８２４万６，０００円を減額

するとともに、公債費では地方債利子の減少見込みなどにより、６２７万７，

０００円の減額補正を行っているところであります。 

 以上が歳出についての主な補正内容であります。 

 一方、歳入におきましては、地方債について、過疎対策事業債ソフト分として、

１億１，３００万円を増額するとともに、各事業の決算見込みに応じて道路新設改

良事業債や消防施設整備事業債、災害復旧事業債などの調整を行った結果、総額で

７，１４０万円を増額補正いたしております。 

 その他、実施事業の増減等によりまして、国県支出金や分担金及び負担金などの

特定財源が１億７９万８，０００円の減額となり、市税については、５，２９２万

５，０００円、地方交付税については、２，８３８万６，０００円の増額となった

ところであります。 

 以上により、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４，７７３万２，

０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６２億９３９万２，

０００円とするものであります。 

 次に、繰越明許費につきましては、国の要請に応じ事業を前倒しして実施するこ

とから、年度内に完成が困難と見込まれる事業や地域との調整が完了しなかった事

業など、６事業総額５，５０５万８，０００円を平成２６年度へ繰り越す限度額の

設定をいたすものであります。 

 債務負担行為につきましては、下関市と共同で実施をしております消防救急無線

デジタル化共同整備負担金につきまして、平成２７年度までの事業費が確定いたし

ましたことから変更を行うものであります。 

 次に、地方債の補正であります。過疎対策事業債ソフト事業分について、ジオ

パーク推進事業債など１６件を追加するとともに、低公害車導入事業債、農地防災

事業債など、１０事業につきまして事業量の増減等により、地方債の変更を行うも

のであります。 

 議案第３号は、平成２５年度美祢市国民健康保険事業特別会計補正予算（第

３号）であります。 

 このたびの補正は、決算見込みにより共同事業拠出金の増減調整について補正を

行うものであります。 
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 このことによりまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７，

５００万７，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３８億８，

４２５万１，０００円とするものであります。 

 議案第４号は、平成２５年度美祢市観光事業特別会計補正予算（第３号）であり

ます。 

 このたびの補正は、平成２５年度において実施した事業に対する損失補填分につ

いて、一般会計繰入金追加計上することから補正をおこなうものであります。 

 このことによりまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２２２万３，

０００円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億３，０７６万円と

するものであります。 

 議案第５号は、平成２５年度美祢市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）で

あります。 

 このたびの補正は、決算見込みにより総務費、保険給付費、地域支援事業費、基

金積立金の増減調整について補正を行うものであります。 

 このことによりまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，

０５０万７，０００円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３１億５，

４３７万１，０００円とするものであります。 

 議案第６号は、平成２５年度美祢市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

２号）であります。 

 このたびの補正は、決算見込みにより広域連合納付金の調整について補正を行う

ものであります。このことによりまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ１，３９９万４，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ４億１，６８１万９，０００円とするものであります。 

 議案第７号は、平成２５年度美祢市病院等事業会計補正予算（第１号）でありま

す。 

 このたびの補正は、収入において、業務予定量等の決算見込みによる見直しを行

うとともに、支出においては、給与費、材料費等の決算見込みによる調整を行い、

収入と支出の減額補正を行うものであります。また、病院事業の資産購入にかかわ

る支出を減額するとともに、これに当たる財源の減額を行うものであります。 

 まず、収益的収入及び支出におきまして、収入では、美祢市立病院事業収益を
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２億１，６３８万８，０００円、市立美東病院事業収益を１億４，１２０万５，

０００円それぞれ減額する一方、介護老人保健施設事業収益を３９万１，０００円、

訪問看護事業収益を５４万円それぞれ増額し、収入総額を３６億８，４９３万５，

０００円とするものであります。 

 一方、支出では、美祢市立病院事業費用を５，７８６万５，０００円、市立美東

病院事業費用を２，３４０万５，０００円、介護老人保健施設事業費用を１８６万

９，０００円それぞれ減額するとともに、訪問看護事業費用を４１４万９，

０００円増額し、支出総額を３９億４，７１４万４，０００円とするものでありま

す。 

 その結果、予定損益計算書に示してありますように、当年度純損失が２億６，

３４４万３，０００円となる見込みであります。 

 次に、資本的収入及び支出におきましては、美祢市立病院において電子カルテ等

の入札減により建設改良費を２億１，１３７万２，０００円減額し、この財源とし

ての企業債を２億７５０万円減額するものであります。これにより、収入総額を

５億５，４３０万１，０００円とし、支出総額を６億６，９８５万円とするもので

あります。 

 この結果、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億１，５５４万９，

０００円は、当年度消費税資本的収支調整額と過年度損益勘定留保資金で補填する

ものであります。 

 議案第８号は、平成２５年度美祢市公共下水道事業会計補正予算（第１号）につ

いてであります。 

 この補正は、決算見込みによる収支の調整であります。 

 初めに、収益的収入及び支出であります。支出においては、処理場維持管理費及

び総係費を合計９３０万６，０００円減額し、予定額を４億４，０５６万２，

０００円とし、収入においても営業外収益の他会計補助金を９３０万６，０００円減

額し、予定額を４億５，３０７万３，０００円とするものであります。 

 次に、資本的収入及び支出であります。これは国庫補助事業であるところの処理

場等長寿命化計画策定支援業務及び日永準幹線管渠布設工事の事業費の確定による

減額であります。 

 収入では、企業債を２５０万円、他会計補助金を４６０万円、合計７１０万円の
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減額をするものであり、次に支出でありますが、委託料及び工事請負費の入札残を

９２９万８，０００円減額するものであります。 

 この結果、資本的収入の合計は３億１，３４９万５，０００円、資本的支出の合

計は４億７，４４０万５，０００円となり、資本的収入額が資本的支出額に対して

不足する額１億６，０９１万円及び消費税、資本的収支調整額が不足する額

３３１万３，０００円は、過年度分損益勘定留保資金５，３９３万円及び当年度分

損益勘定留保資金１億１，０２９万３，０００円で補填するものであります。 

 議案第９号は、平成２６年度美祢市一般会計予算であります。 

 昨年の日本経済は、三本の矢からなる経済政策、いわゆるアベノミクスにより実

質ＧＤＰが４四半期連続でプラス成長となるなど、着実に実体経済に好影響を及ぼ

しております。しかしながら、景気回復の実感は中小企業・小規模事業者や地域経

済にはいまだ十分浸透しておらず、物価動向についてもデフレ脱却、これは道半ば

であると言わざるを得ない状況にあります。 

 財政状況についても、少子高齢化の進展による社会経済情勢の悪化やリーマンシ

ョックや東日本大震災の後の財政出動による財政収支の悪化等が重なりまして、極

めて厳しい状況が続く現状にあります。 

 こうした状況に対し、安倍政権は第三の矢であります成長戦略、日本再興戦略の

実行を加速・強化させるとともに、消費税率引き上げにより社会保障の財源を確保

し、充実と安定化を図りながらデフレ脱却、経済再生と財政健全化の実現を目指し

ているところであります。 

 このような状況の中、美祢市では、平成２６年度スプリング美祢のサードステー

ジと位置づけ、市民が夢・希望・誇りを持ってお暮らしできる交流拠点都市美祢市

の実現を図るべく新年度予算を編成をいたしたところであります。 

 予算編成につきましては、厳しい財政状況の中、限られた予算を効果的・効率的

に活用する観点から、新たに包括的部局別予算編成制度を導入をいたしました。こ

れにより、市民ニーズを的確に把握し、施策の優先順位の明確化を図るなど重点的

な予算配分を行っており、とりわけ重要な施策につきましてはトリプルエンジンプ

ロジェクトと位置づけております。 

 平成２６年度の一般会計予算につきましては、総額を１５３億２，１００万円と

し、前年度と比較して３億２，８００万円、率にして２．２％の増となったところ
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であります。 

 内容について、まずトリプルエンジンプロジェクトについて御説明をいたします。 

 まず、一つ目のエンジン、六次産業の創出であります。 

 六次産業は、一次、二次、三次産業を有機的に結合させることによって、新たな

付加価値を生み出すものでありまして、本市におきましては一般的な農産物だけで

なく、林産物や鉱産物等全ての地域資源を対象とし、幅広い六次産業化に取り組む

ことといたしております。 

 本施策につきましては、これまでセミナーの実施や情報提供等六次産業化に取り

組む個人や団体の支援が主なものでありましたが、今後は新たな加工品開発の推進

も図り、地域ブランドとして認定されたものについてはミネコレクション、通称ミ

ネコレの認証を付与し他の商品との差別化を図り、市を代表する商品として国内外

に対する情報発信や販路拡大等をサポートすることといたしております。 

 次に、二つ目のエンジン、ジオパーク活動の推進についてであります。 

 ジオパークにつきましては、御承知のとおり、昨年残念ながら日本ジオパークの

認定見送りとなりました。これを受け、平成２６年度においては日本ジオパーク委

員会から指摘をされました課題の改善に向けた取り組みを推進してまいります。 

 その一つとして、拠点施設の整備、連携の課題を解消するため、現在の拠点施設

である秋吉台科学博物館を中心とした施設整備、活動の充実を図るとともに、ジオ

パーク拠点施設将来構想検討委員会を設置をいたしまして、市内の博物館や資料館

等の今後のあり方や連携方法等を検討し、方向性を見出すことといたしております。 

 また、市全体における気運の醸成を図るため、ジオパーク活動を実施される市民

活動団体や地域住民組織を応援するジオパーク活動応援事業、また、県内の高校生

を対象に毎年開催をされます地学オリンピックへの山口県内からの参加者を養成す

る地学オリンピックチャレンジ講座開催事業、その他、小学生用にジオパークに関

した学習補完教材を作成する事業など、諸事業を計画してるところであります。 

 次に、三つ目のエンジン、国際交流の推進であります。 

 国際交流に関して申せば、御承知のとおり、一昨年７月から台湾台北市に美祢市

台北観光交流事務所を設置をいたしまして、爾来ここを拠点に東アジア地域との交

流を重ねてまいりまして、日を追うごとに台湾との交流は、その親密度を増してい

る状況であります。 
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 また、昨年１２月に美祢国際観光交流推進協議会が設立されたことから、今後は

台湾だけじゃなく韓国におけるプロモーションを加速させるとともに、本年２月に

締結した台湾野柳地質公園との観光交流・学術交流促進に関する協定に基づいた総

合交流を推進することとしております。 

 その他の新規事業といたしましては、市のホームページについて、英語と韓国語

と中国語に対応できるよう改修する事業や、現在アンモナイトフェスティバルとし

て開催をしておりますイベントについて、会場を伊佐運動公園施設から市役所横の

さくら公園に移し、名称を台湾ランタンナイトフェスティバルへと改称し、台湾色

を色濃く映すものへとリニューアルすることといたしております。 

 以上がトリプルエンジンとしての施策でありますが、これら三つの施策を相互に

関連させ、相乗効果を発揮させてこそ地域に活力を注入し、市民の皆様に元気と希

望を与え、市域全体の活性化が図れるという信念のもと事業を推進してまいる所存

であります。 

 では続きまして、その他の重点事業につきまして、費目の順に従いまして御説明

を申し上げます。 

 まず、議会費では、平成２５年度の実績見込みに基づき事業費を精査した結果、

対前年度比２．８％減の１億６，５９１万９，０００円を計上しております。 

 次に、総務費では、合併５周年事業や文書管理システム導入事業の完了、ジオ

パーク関連経費が教育費に移管したこと等により減となりますが、住民情報系シス

テム更新事業２億４，０１８万３，０００円の実施に伴い、総務費総額で対前年度

比３．８％増の１９億８，９４９万７，０００円を計上しております。 

 その他新規事業といたしまして、衛星携帯電話整備事業３１万５，０００円や

ホームページ翻訳連携対応事業１３５万円、美祢ジオパーク活動応援事業５００万円

等を実施することといたしております。 

 次に、民生費では、対前年度比３．３％増の４２億５６２万円を計上しておりま

す。増額の主な理由は、消費税率の引き上げに伴い実施をされます臨時福祉給付金

支給事業１億４，２７５万８，０００円によるものであります。 

 その他新規事業については、ねんりんピック交流大会開催準備事業２３１万３，

０００円、子ども・子育て支援事業費計画策定事業２４２万９，０００円及びすこ

やか子育て基金創設事業１，０００万円等であります。 
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 次に、衛生費では、対前年度比０．１％減の２０億４９８万１，０００円を、労

働費では、対前年度比６．４％増の６，０４０万円を計上しております。 

 次に、農林費では、国の制度改正に伴い拡充される多面的機能支払事業２，

８７１万円の実施や、鳥獣被害緊急総合対策事業１，０６９万８，０００円の新規

導入等により、対前年度比４．５％増の１０億１，２３６万２，０００円を計上い

たしております。 

 その他主要事業として、いきいき農地リフレッシュ事業３６４万円、団体営農業

用河川工作物応急対策事業４，２０１万円、流域公益保全林整備事業６，７４５万

８，０００円等の実施を予定しております。 

 次に、商工費では、総合観光振興計画策定事業６８１万３，０００円や、フィル

ムコミッション事業１９５万７，０００円、さらにはミネコレクション推進事業

３６０万円を新規で実施するなど、観光や六次産業化推進事業において充実が図ら

れておりますが、出資金の減や産業技術センター改修工事の終了等により、対前年

度比８．８％減の２億１，７６９万４，０００円を計上いたしてるところでありま

す。 

 次に、土木費では、道路維持費で工事請負費を増額する一方で、橋梁点検、長寿

命化修繕計画策定事業の完了や公共下水道事業会計繰出金の減などにより、対前年

度比１０．８％減の１２億２，２７５万２，０００円を計上しております。 

 その他主要事業として、地籍調査境界立会委託事業を含む地籍調査事業８，

３０１万３，０００円や、さわやかロード美化活動事業４００万円の実施を予定し

てるところであります。 

 次に、消防費では、高規格救急自動車並びに消防ポンプ自動車等の更新と、下関

市と共同で進めております消防救急無線デジタル化共同整備事業２億４，６６９万

９，０００円の実施により、対前年度比１５．４％増の８億２，４２１万２，

０００円を計上しております。 

 次に、教育費では、対前年度比１５．４％増の１３億７，６２８万７，０００円を

計上いたしております。 

 増額の主な要因は、堀越コミュニティセンター建設事業１億４９１万７，

０００円、市民会館改修事業９，２００万８，０００円の実施、またジオパーク推

進事業費が総務費から教育費に移管されたこと等が主なものであります。 
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 その他新規事業として、新しい学校をつくる美祢コミュニティスクール推進事業

２５０万円、子どもの夢を叶える特別支援学校誘致推進事業１００万円、東大寺サ

ミット開催事業２５０万円、大田絵堂戦役１５０周年記念事業１３０万円、ジオ

パーク拠点施設将来構想検討事業４２万１，０００円等が予定されております。 

 災害復旧費では、農林施設、土木施設災害復旧費として、総額で対前年度比１９．

６％減の２，０５３万円を計上しております。 

 最後に、公債費につきましては、元金と利子を合わせまして対前年度比１．２％

減の２２億２，０７４万６，０００円を計上いたしております。 

 以上が歳出についての主な内容であります。 

 次に、歳入につきまして、主な内容を御説明申し上げます。 

 まず市税は、前年度比７４８万５，０００円、０．２％減の３２億１，３２２万６，

０００円を計上いたしております。これは、個人市民税の均等割について、防災事

業に対する財源を確保するための５００円の増額や、市内の一部の企業について、

業績が改善したことによる法人市民税がそれぞれ増額となりましたが、固定資産税

が大きく減となることが見込まれることから、市税全体では減となったところであ

ります。 

 地方消費税交付金につきましては、本年４月１日より消費税率が５％から８％に

引き上げられ、このことに伴い地方消費税率も１．０％から１．７％に引き上げら

れることとなり、これにより交付金の増額が見込まれますことから５，０７１万６，

０００円、２０％増の３億４３７万６，０００円を計上してるところであります。 

 地方交付税につきましては、前年度と同額の６７億５，０００万円を計上してお

ります。 

 また、特定財源のうち、市債を除いた分担金・負担金、国県支出金など３０億２，

２０４万９，０００円を充当いたしております。 

 市債につきましては、消防施設事業債、コミュニティセンター整備事業債、医師

確保対策事業債など、大型事業の財源として充当した結果、前年度と比較して２億

１，４３０万円、１７．５％増の１４億３，９６０万円を計上いたしております。

このほか繰入金では、ゆたかなまちづくり基金を３億３，１００万円繰り入れるこ

ととしております。 

 次に、債務負担行為につきましては、看護師奨励金貸付金ほか４件について新規
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に設定しております。 

 地方債におきましては、地区集会所建設補助事業債のほか２２件の限度額設定を

行っております。 

 以上が平成２６年度美祢市一般会計予算の主な内容でございます。 

○議長（秋山哲朗君）  時間かなり経過しておりますので、１１時２０分まで休憩を

したいと思います。 

   午前１１時０４分休憩 

……………………………………………………………………………… 

   午前１１時２０分再開 

○議長（秋山哲朗君）  休憩前に続き会議を開きます。 

○市長（村田弘司君）  それでは、続きまして議案第１０号を御説明申し上げます。 

 平成２６年度美祢市国民健康保険事業特別会計予算であります。 

 議案第１１号は、平成２６年度美祢市観光事業特別会計予算であります。 

 観光事業特別会計は、議員各位も御承知のとおり、経営健全化計画に沿って事業

を行っている会計であり、平成２６年ではその最終年度となる非常に重要な１年で

あります。 

 観光事業につきましては、私が提唱しておりますトリプルエンジンの一翼を担う

非常に重要な施策でありまして、国内におきましては市内観光資源のブラッシュア

ップやモデルコースの企画立案、旅行商品としての販売を行う着地型観光推進事業

を実施するとともに、本年度立ち上げますフィルムコミッションを有効に活用し、

大田絵堂戦役１５０周年を絡め、大河ドラマの撮影の誘致など、私のトップセール

スにより積極的に推進をしてまいりたいというふうに思っております。 

 また、国外に対しましては、台湾台北市に設置をしている美祢市台北観光交流事

務所を拠点にいたしまして、先ほど申しました美祢国際観光交流推進協議会並びに

台湾野柳地質公園との観光交流・学術交流促進に関する協定が機能するよう取り組

みを推進する所存であります。 

 議案第１２号は、平成２６年度美祢市環境衛生事業特別会計予算、議案第１３号

は、平成２６年度美祢市住宅資金貸付事業特別会計予算、議案第１４号は、平成

２６年度美祢市農業集落排水事業特別会計予算、議案第１５号は、平成２６年度美

祢市介護保険事業特別会計予算、議案第１６号は、平成２６年度美祢市後期高齢者
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医療事業特別会計予算であります。 

 以上、七つの特別会計の予算総額は、８４億２，０４２万円でありまして、それ

ぞれの事業の推進に鋭意取り組んでまいりたいと考えているところであります。 

 議案第１７号は、平成２６年度美祢市水道事業会計予算についてであります。 

 今年度は、地域水道ビジョンにうたっているところの安全・強靭・持続の観点か

ら、名実ともに施設統合への第一歩を踏み出します。給水量の減少、施設の更新等

将来を見据えながら、平成２９年度当初の全事業上水統合に備えて変更認可申請を

行うものであります。 

 また、平成２６年度から公営企業会計制度に新会計基準が適用となることから、

予算編成及び貸借対照表が大幅に変わるものであります。業務の予定量としまして

は、上水道、簡易水道合わせて年間の給水量を２９１万１，１５０立方メートルと

見込んでおります。 

 まず、収益的収支につきましては、収入として営業収益４億５，２８４万２，

０００円、一般会計からの繰入金及び長期前受金戻し入れを主とした営業外収益

３億２，２８０万４，０００円を計上し、収入総額を７億７，５６４万６，

０００円とし、これに対する支出では営業費用４億１，５２０万１，０００円、営

業外費用等７，８５４万９，０００円を計上し、支出総額を６億９，３７５万円と

いたしました。 

 この結果、予算から見た税抜きの収益的収支は、当年度純利益７，４６１万１，

０００円を予定しているものであります。 

 次に、資本的収支につきましては、収入として上水道区域拡張施設整備事業等に

充当する企業債７，２４０万円、国庫支出金、一般会計繰入金、工事負担金など

１億６，９１３万５，０００円を計上し、収入総額を２億４，１５３万５，

０００円としました。 

 支出としましては、上水道区域拡張事業及び配水管更新事業、美東簡易水道、秋

吉簡易水道の水源増補及び硬度低減化事業を引き続き行うものであります。 

 また、田代地区施設整備工事、四郎ヶ原配水池及び秋吉台配水池更新の調査設計

等に着手するものであり、建設改良費を２億７，６７６万６，０００円、企業債償

還金を２億２，０５０万５，０００円とし、支出総額を５億７２７万１，０００円

とするものであります。 
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 この結果、資本的収入が資本的収支額に対し不足する額２億６，５７３万６，

０００円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額７２８万５，

０００円、過年度分損益勘定留保資金２億４，６４１万２，０００円及び当年度損

益勘定留保資金１，２０３万９，０００円で補填するものであります。 

 今後の事業経営に当たりましては、効率的な統合によりさらに健全・強固な事業

基盤、安定・快適な給水、災害対策の充実等に努め、市民の皆様により一層の安心

とサービスを提供できるよう努めてまいる所存であります。 

 議案第１８号は、平成２６年度美祢市病院等事業会計予算であります。 

 病院を取り巻く環境は、依然として全国的な医師不足の影響からその厳しさは続

いておりますが、自治体病院として担うべき医療を持続安定的に提供できるように、

引き続き医師確保に努めるとともに、質の高い安全な医療を提供するためにも人材

の育成に努めてまいる所存であります。また、合理的・効率的かつ一体的な経営を

引き続き進めてまいる所存であります。 

 なお、平成２６年度の予算については、地方公営企業法の改正に合わせ、地方公

営企業法施行令及び地方公営企業法施行規則が改正されたことに伴い、新しい地方

公営企業会計基準に基づき編成しております。この会計基準が見直されたことによ

り、損益計算書や貸借対照表などの財務諸表が大きく変化して見えますが、経営の

実態が変化しているものではありません。 

 さて、平成２６年度の予算についてでありますが、業務量として患者数及び利用

者数の１日平均を、美祢市立病院において、入院１３０．５人、外来は透析を含め

て２０４．８人、一方、美祢市立美東病院において、入院９３人、外来１４２人と

見込み、さらに介護老人保健施設では、入所６５．５人、短期入所３．５人、通所

２１人と見込み、また訪問看護ステーションでは利用者を２０．５人と見込んで本

予算を編成しております。 

 まず、収益的収入及び支出についてであります。 

 収入では、病院事業収益として、病院医業収益３２億１，０９３万３，０００円、

病院医業外収益６億５７２万８，０００円、病院経営改革事業収益６，２８８万４，

０００円、特別利益２２０万９，０００円、合計３８億８，１７５万４，０００円

とするとともに、介護老人保健施設事業収益として、介護老人保健施設事業収益

３億７，２６２万８，０００円、介護老人保健施設事業外収益１，５６６万２，
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０００円、合計３億８，８２９万円と見込み、また訪問看護事業収益として訪問看

護収益４，３４４万６，０００円、訪問看護事業外収益２０６万４，０００円、合

計４，５５１万円を見込み、収入総額を４３億１，５５５万４，０００円とするも

のであります。 

 支出では、病院事業費用として、病院医業費用３４億８，４０６万７，０００円、

病院医業外費用１億７５２万２，０００円、病院経営改革事業費用７，９５１万９，

０００円、特別損失７億９，２７９万円、予備費４００万円、合計４４億６，

７８９万８，０００円とし、介護老人保健施設事業費用として、介護老人保健施設

事業費用３億６，５３６万４，０００円、介護老人保健施設事業外費用７７３万５，

０００円、特別損失１億２，１２２万５，０００円、予備費１００万円、合計４億

９，５３２万４，０００円、また訪問看護事業費用として、訪問看護事業費用４，

２２３万円、特別損失９４３万９，０００円、予備費１０万円、合計５，１７６万

９，０００円とし、支出総額を５０億１，４９９万１，０００円とするものであり

ます。 

 次に、資本的収入及び支出についてであります。 

 収入では、病院事業において企業債８，３７０万円、負担金１億７，８８５万３，

０００円、合計２億６，２５５万３，０００円とするとともに、介護老人保健施設

事業において企業債３００万円、出資金３，０００万円、合計３，３００万円とし、

収入総額を２億９，５５５万３，０００円とするものであります。 

 これに対し支出では、病院事業において、建設改良費１億１，１３６万円、企業

債償還金２億８，４７９万９，０００円、合計３億９，６１５万９，０００円とす

るとともに、介護老人保健施設事業において、建設改良費３０３万５，０００円、

企業債償還金２，７７０万５，０００円、合計３，０７４万円とし、支出総額を

４億２，６８９万９，０００円としております。 

 これらの結果、差引不足します１億３，１３４万６，０００円については、当年

度消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び過年度損益勘定留保資金で補填する

ものであります。 

 議案第１９号は、平成２６年度美祢市公共下水道事業会計予算についてでありま

す。 

 本年度の業務の予定量でありますが、年間の処理水量を１０８万４，０００立方
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メートルと見込んでおります。事業としましては、処理場等の長寿命化計画に基づ

き施設の更新を進めるものであります。また、於福地区の下水処理についての基礎

調査に取りかかります。 

 予算書の面では、今年度から公営企業会計制度が新会計基準となり、予算編成及

び貸借対照表の大幅な変更をするものであります。 

 まず、収益的収支につきましては、収入として営業収益１億６，５１７万８，

０００円、一般会計からの繰入金と新会計基準で新設された長期前受金戻り入れを

主とした、営業外収益６億５，３８７万６，０００円を計上し、収入総額を８億１，

９０５万４，０００円とし、これに対する支出では、営業費用５億３，５６５万７，

０００円、営業外費用等１億９９６万円を計上し、支出総額を６億４，５６１万７，

０００円としました。この結果、収益的収支は、予算ベースでは税抜き当年度純利

益は１億８，１００万７，０００円になる予定であります。 

 次に、資本的収支につきましては、収入では下村準幹線管渠布設工事、長寿命化

計画による更新事業等に充当する企業債７，２５０万円、国庫補助金５，９６０万

円、一般会計繰入金２億４，４４６万８，０００円等を計上し、収入総額を３億７，

９４５万８，０００円としました。 

 支出では、下村準幹線管渠布設工事、浄化センター等長寿命化計画による沈砂池

更新及び重力濃縮設備更新事業等に建設改良費を１億４，４１４万４，０００円、企

業債償還金など４億８５０万８，０００円とし、支出総額を５億５，２６５万２，

０００円とするものであります。 

 この結果、資本的収入額が資本的支出に対し不足する額１億７，３１９万４，

０００円及び消費税及び地方消費税資本的収支調整額が不足する額７５７万円は、

過年度分損益勘定留保資金６，３３１万５，０００円及び当年度分損益勘定留保資

金１，４７３万７，０００円及び当年度利益剰余金処分額１億２７１万２，

０００円で補填するものであります。 

 今後の事業経営に当たりましては、下水道ビジョン２１００の目指すところの循

環のみち実現を念頭に、美しく良好な環境、安全な暮らし、経営の観点も含めた新

たな社会ニーズに応える下水道の実現に向けて力を尽くす所存であります。 

 議案第２０号は、美祢市公共施設あり方検討委員会条例の制定についてでありま

す。 
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 現在、全国的にも公共施設の老朽化は問題化してきておりますが、本市におきま

しても老朽化した公共施設を多く所有しておりまして、近い将来、大規模改修や施

設自体の建てかえを行う必要が生じてまいることが予測されるころであります。 

 今後におきましては、少子高齢化の進行や市民ニーズの多様化など、社会環境の

大きな変化に対応してまいるとともに、将来にわたって持続可能な公共施設の適正

規模、配置等の実現に向け、本市の公共施設のあり方につきまして検討を進めてい

く必要があります。 

 つきましては、美祢市公共施設整備計画、これは仮称でございますけれども、こ

れの策定等に関し市長である私からの諮問に応ずるため、地方自治法第１３８条の

４第３項の規定に基づき、美祢市公共施設あり方検討委員会を設置をするため、本

条例を制定するものであります。 

 なお、この条例は平成２６年４月１日から施行するものであります。 

 議案第２１号は、美祢市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてで

あります。このたびの改正は、平成１８年に実施をされた給与構造改革により給与

額が平均４．８％引き下げられた際、経過措置として設けられた現給保障制度を平

成２６年３月３１日をもって廃止することに伴い、所要の改正を行うものでありま

す。 

 議案第２２号は、美祢市職員の退職手当に関する条例の一部改正についてであり

ます。 

 これは、地方独立行政法人法の改正により、一般地方独立行政法人に係る規定に

おいて、条数の変更が生じたことから、これを引用する美祢市職員の退職手当に関

する条例について所要の改正を行うものであります。 

 議案第２３号は、美祢市手数料条例の一部改正についてであります。 

 これは、山口県から権限移譲を受けました火薬類取締法における火薬類製造等の

許可事務及び武器製造法における猟銃等の製造等の許可事務に係る事務手数料並び

に地方地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正により、危険物製造所

等の設置許可、完成検査前検査及び保安検査に係る事務手数料が改定されたことに

伴い、美祢市手数料条例の一部を改正するものであります。 

 議案第２４号は、美祢市すこやか子育て基金条例の制定についてであります。 

 これは、第１次美祢市総合計画の基本目標の一つとしてひとの育成を設定してお
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りますとおり、安心をして子供を産み育てることができる環境を整備し、子育て支

援事業の振興を図るための経費の財源に充てるため、新たに美祢市すこやか子育て

基金条例を創設することとし、基金条例を制定するものであります。 

 議案第２５号は、美祢市社会教育委員設置条例の一部改正についてであります。 

 このたびの改正は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた

めの関係法律の整備に関する法律により、社会教育法の一部改正が行われ、これま

で法律で定められていた社会教育委員の委嘱基準が削除され、当該委嘱の基準は文

部科学省令で定める基準を参酌して条例で定めることとされたことに伴い、所要の

改正を行うものであります。 

 なお、この条例は平成２６年４月１日から施行するものであります。 

 議案第２６号は、美祢市青少年問題協議会条例の一部改正についてであります。 

 このたびの改正は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた

めの関係法律の整備に関する法律により、地方青少年問題協議会法の一部改正が行

われ、地方青少年問題協議会の会長と委員の要件に係る規定が削除されたことから、

これらの事項について新たに基準を定め、所要の改正を行うものであります。 

 なお、この条例は平成２６年４月１日から施行するものであります。 

 議案第２７号は、美祢市立秋吉台科学博物館の設置及び管理に関する条例の一部

改正についてであります。 

 このたびの改正は、秋吉台科学博物館の開館日について、現行では１２月２８日

から１月４日までの間を除き毎日開館としておりますが、施設及び学芸業務のさら

なる充実を図るため、歴史民俗資料館、長登銅山文化交流館などの施設と同様に、

毎週月曜日を休館とする所要の改正を行うものであります。 

 なお、この条例は周知期間を設け、平成２７年１月１日から施行するものであり

ます。 

 議案第２８号は、美祢市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の一部改

正についてであります。 

 現在、美祢市には４カ所の農業集落排水施設が稼働しておりますが、使用料の消

費税の表示が異なっていることから、農業集落排水事業の全施設の条例を税抜き表

示に統一する改正であります。 

 この改正により、大田地区農業集落排水施設の使用料表示を税抜きにするもので
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あります。 

 議案第２９号は、美祢市営住宅条例の一部改正についてであります。 

 これは、市営住宅下領北団地の建てかえ事業の完了に伴い、本条例について所要

の改正を行うものであります。内容は、老朽化の著しい下領北団地４棟１６戸を解

体し、新たに下領北団地１０棟３０戸を建設したものであります。 

 議案第３０号は、美祢市消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定について

であります。これは地域の自主性及び自立性を高めるための改革を図るための関係

法律の整備に関する法律において消防組織法が一部改正されたことに伴い、美祢市

消防長及び消防署長の資格を定める条例を制定するものであります。 

 議案第３１号は、山口県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及

び規約の変更についてであります。 

 これは、地方自治法第２８６条第１項の規定により、平成２６年３月３１日をも

って、山口県市町総合事務組合から周南地区食肉センター組合を脱退させるため、

山口県市町総合事務組合規約の一部を変更することについて、同法第２９０条の規定

により、市議会の議決を求めるものであります。 

 議案第３２号は、美祢市過疎地域自立促進計画の一部変更についてであります。 

 これは、観光またはレクリエーション等、事業計画の一部を変更するため、過疎

地域自立促進特別措置法第６条第７項において準用する同条第１項の規定により、

市議会の議決を求めるものであります。 

 議案第３３号は、桂岩辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計

画の一部変更についてであります。 

 このたび美祢市美東町桂坂、岩波地域を対象として策定をしております辺地総合

整備計画に市道岡村正の田線を追加するため、計画の一部を変更したいので、辺地

に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第

８項において準用する同条第１項の規定により、市議会の議決を求めるものであり

ます。 

 議案第３４号は、美祢市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定についてであ

ります。 

 戸籍等の交付事務を取り扱っております美祢市指定の郵便局では、平成１６年

６月１日から旧美祢市において、ワンストップサービス事業として交付事務を実施
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しておりますが、平成２６年４月１日から消費税率が引き上げられること、また地

方公共団体の特定の事務を郵便局における取り扱いに関する美祢市と郵便局株式会

社との協定の締結相手であります郵便局株式会社の名称が、日本郵便株式会社に改

められていることから、原協定を終了させ新たな協定を締結する必要があります。

これに伴い、現行の大嶺郵便局、山崎郵便局への指定についても、所要の変更も含

め新たにするものであります。 

 以上、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取り扱いに関する法律第３条

第３項の規定により、市議会の議決を求めるものであります。 

 議案第３５号は、美祢市固定資産評価審査委員会補欠委員の選任についてであり

ます。 

 これは、平成２６年１月８日付、委員１名の欠員が生じましたことから、地方税

法第４２３条第４項の規定により、同年１月２０日付で津村正次氏を補欠委員に選

任しておりますが、このことについて同条第５項の規定により、選任後最初の議会

となります本議会において、その選任について事後の承認を求めるものであります。 

 なお、任期は前委員の任期であります平成２６年５月２１日までであります。 

 議案第３６号は、美祢市教育委員会委員の任命についてであります。 

 美祢市教育委員会委員のうち、前田耕次氏が本年５月２１日をもって任期満了と

なります。 

 つきましては、後任の委員として前田耕次氏を再任したいので、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定に基づき、市議会の同意を求めるも

のであります。 

 議案第３７号は、美祢市固定資産評価審査委員会委員の選任についてであります。 

 固定資産評価審査委員会委員の任期が平成２６年５月２１日をもって満了となり

ます。つきましては、後任の委員として宮崎保氏、津村正次氏、藤永和之氏をそれ

ぞれ再任したいので、地方税法第４２３条第３項の規定により、市議会の同意を求

めるものであります。 

 以上、提出をいたしました報告１件、議案３７件について御説明を申し上げまし

たが、よろしく御審議の上、御議決を賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（秋山哲朗君）  これにて、提案理由の説明を終わります。 

 この際、暫時午後１時まで休憩をいたします。 
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   午前１１時４７分休憩 

……………………………………………………………………………… 

   午後 １時００分再開 

○議長（秋山哲朗君）  休憩前に続き会議を開きます。 

 これより、議案の質疑に入ります。 

 日程第３、報告第１号損害賠償の額を定めることに関する専決処分についての質

疑を行います。質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。以上、報告第１号を終

わります。 

 日程第４、議案第１号専決処分の承認について（平成２５年度美祢市一般会計補

正予算（第９号））の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第１号は、会議規則第

３７条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異

議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略す

ることに決しました。 

 これより議案第１号の討論を行います。本案に対する御意見はございませんか。

三好議員。 

○９番（三好睦子君）  選挙公報を全戸配付していただくようにお願いしておりまし

た。今回の県知事選挙で全世帯に配付されましてありがとうございました。配付さ

れた方は、本当に大変御苦労をおかけしたことと思いますが、投票率も１３市の中

でトップになるという、本当におかげさまで１３市の中で（発言するものあり）投

票率も県下トップでした。本当にありがとうございました。 

○議長（秋山哲朗君）  そのほか御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 
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 これより議案第１号を採決いたします。本案について原案のとおり承認すること

に御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認さ

れました。 

 日程第５、議案第２号平成２５年度美祢市一般会計補正予算（第１０号）の質疑

を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第２号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第６、議案第３号平成２５年度美祢市国民健康保険事業特別会計補正予算

（第３号）の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第３号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第７、議案第４号平成２５年度美祢市観光事業特別会計補正予算（第３号）

の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第４号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第８、議案第５号平成２５年度美祢市介護保険事業特別会計補正予算（第

２号）の質疑を行います。質疑はありませんか。三好議員。 

○９番（三好睦子君）  ５の１４ですけど、１４ページですけど、１２月に２億５，

０００万円の補正がありましたが、また今回補正がされてますがどういった内容で

しょうか。お尋ねします。 

○議長（秋山哲朗君）  井上市民福祉部部長。 

○市民福祉部長（井上孝志君）  ただいまの三好議員の御質問にお答えいたします。 

 ページについては、御指摘のとおり５の１４、１５がわかりやすいと思いますけ

れども、１２月の補正のときも申し上げましたとおり、特に地域密着型の介護がふ

えております。 
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 １２月もある程度伸びを予測して立てたんですが、ちょっとそれを上回る伸びが

ありました。３番目の下から２番目ですね、地域密着型介護サービス給付費これが

２，８６９万６，０００円とかなり……。ほかの部分については、また精査しまし

て、減る部分もありますので、トータルでは１，０００万余りの補正になりますが、

やはり単位が、申しわけない介護保険は１カ月単位で非常に大きな数字でございま

すので、なかなかそこが見越せなかった部分もありまして、今回も追加で補正する

という形になりました。 

 以上でございます。 

○議長（秋山哲朗君）  三好議員。 

○９番（三好睦子君）  ありがとうございました。その中で５の１４ですが、施設介

護サービスのところでは、１２月では７，４４３万円の補正であったんですが、今

回はマイナスになってますけど、こういった理由は何なのでしょうか。お尋ねしま

す。 

○議長（秋山哲朗君）  井上市民福祉部長。 

○市民福祉部長（井上孝志君）  三好議員の質問にお答えします。 

 これも先ほど全体増額の件のお話もしたとおりなんですけども、なかなか人によ

って入れかわり、サービス内容が１年全く同じサービス内容ならいいんですが、人

によってやっぱいろいろ違いがありますので、どうしても完璧にちょっと見越すこ

とができてないのが現状でございます。 

 ですから、１２月はここの部分については、かなり伸びる、７，０００万余りふ

えるかという感じです。年間で予定してましたけども、この間の実績を見るとそこ

までの伸びはないということで、１回ふやしたんですが今回調整の結果減らすとい

うことになりました。大変申しわけありませんが、よろしく御理解をお願いしたい

と思います。 

○議長（秋山哲朗君）  三好議員。 

○９番（三好睦子君）  ５の２０と２１ですけど、高額介護サービスですけど、これ

は申請をしないと払い戻しがないのでしょうか。それとも該当者には申請の通知が

来るのでしょうか。決定されてるかどうか、お尋ねします。 

○議長（秋山哲朗君）  井上市民福祉部長。 

○市民福祉部長（井上孝志君）  ただいまの三好議員の質問にお答えいたします。 
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 これは、申請をしていただいて決定をするものでございます。 

 以上です。 

○議長（秋山哲朗君）  よろしいですか。そのほか質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第５号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第９、議案第６号平成２５年度美祢市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第２号）の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第６号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１０、議案第７号平成２５年度美祢市病院等事業会計補正予算（第１号）

の質疑を行います。質疑はありませんか。秋枝議員。 

○２番（秋枝秀稔君）  私、病院事業が非常に気になりまして、ことし、先ほど説明

がございましたとおり、収入が約３億５，０００万円落ちておるという説明でござ

いました。 

 美祢市民の方が健康になられたかなというふうな思いもせんこともないですけど、

やはりこれだけ落ちるというのは何かどういうんかなあということが気になりまし

て、何か御見解を持っておられればというふうでちょっとお尋ねいたします。 

○議長（秋山哲朗君）  金子病院事業局管理部長。 

○病院事業局管理部長（金子 彰君）  それでは、ただいまの秋枝議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 収益が下がっているという主な原因につきましては、市立病院におきましては、

自治医科大学御出身の先生の派遣が平成２４年度いっぱいをもちまして終わりまし

た。したがいまして、医師が１名減員になったということが大きな要因であるとい

うふうに思っております。 

 また、美東病院におきましては、山口大学医学部の医局人事によりまして、先生

が交代をされたということがございます。これによりまして、やはり病院に来られ

る患者の皆さんにおかれては、先生が代わられるということで少なからず不安を感

じておられるという部分があって、患者数が減っているという現状にあります。し
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たがいまして、これが収益減につながった大きなものであるというふうに、こちら

のほうでは分析をいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（秋山哲朗君）  そのほか質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第７号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１１、議案第８号平成２５年度美祢市公共下水道事業会計補正予算（第

１号）の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第８号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１２、議案第９号平成２６年度美祢市一般会計予算の質疑を行います。質

疑はありませんか。岡山議員。 

○６番（岡山 隆君）  それでは、美祢市の今後の財政を見ていく上におきまして、

非常に注意して見ていかなくてはならない、その点について、ちょっとお尋ねして

いきたいと思います。 

 それは、美祢市における市債残高の推移なんですけれども、要するに平成２６年

度の予算の概要の中に１７ページにありますけれども、合併当初全て、一般会計、

特別会計、企業会計、この全ての合わせた市債が平成２６年度におきましては、

２９５億８，０００万という形で、ここで見込まれております。ということで、残

高がそれだけ２９５億です。 

 それで、合併が平成２０年の３月でしたから、その前の年には旧美祢市、美東、

秋芳町合わせて３６０億あったこの市債が、今回これによって見たら単純ですけれ

ども６０億近くのものが市債が減ってきてる、こういった要因。 

 それと今後、２３ページですけれども、２６年をベースにして平成３１年には、

合わせた市債残高が２４５億になるそういう見込みですけれども、ここで記載され

ております。 

 そうなると５０数億、ということはこの１０年近くで１００億の市債が減ったと

いうことであります。なるということですね。だから、そういったところを見てい
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くとそれは合併によって職員の、まず合併によっての職員数を減らすことによって、

また行財政改革をさまざまな形で進めてきた、その結果として、当面この合併後

５年で６０億近い市債の削減、そして今後平成３１年、ここありますけれども合わ

せて１００億円の削減ということは、今後とも何ていいますか、合併による職員の

削減を平成３１年度までにもずっと続けていくか。今までかなり削減されたけれど

も、今後もそれが続いていくかどうか。平成２６年度をベースにして、今後どのよ

うに推移していくか、この辺についてお尋ねしたいと思います。 

○議長（秋山哲朗君）  大野総務課長。 

○総務部総務課長（大野義昭君）  職員数につきましては、行政改革大綱、要するに

平成２２年に策定いたしました集中改革プランによって、５年間で一応３０名を減

らすという目標を立てております。 

 それで、その５年後というのが平成２６年に当たるわけなんですけど、今のとこ

ろ３０名を、若干ちょっと目標には４人ほど達してないんですけど、それを切るぐ

らいの内容でほぼ順調に推移しております。 

 これから以後は、やはり職員の負担等もありますし、これからはちょっと減らす

かどうかというのは今後また精査していく時期に来ているというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（秋山哲朗君）  岡山議員。 

○６番（岡山 隆君）  それともう１点最後に、きょうも施政方針で市長が説明され

ましたけれども、美祢市のこの公共事業整備計画、仮称ですけれども、これに対し

て今後、老朽化した美祢市の公共施設多く所有しており、近い将来大規模改修や施

設自体の建てかえを行う必要が生じてくることが予想されると。 

 そういった形であり方検討会等も立ち上げることになっておりますけれども、今

後そういったところを目白押しになかなか改良工事ちゃ難しい、予算かかって大変

でしょうけれども、だけどやっていかなくちゃならない。今回も国の公共事業は

リーマンショック比べたらまだそこまで戻ってない、今回６兆円にふえて７，

０００億円ふえたんですけれども、そこまで公共事業ちゅうのは抑えてきてる。 

 だけど、老朽化した施設はしっかりと更新していかなくちゃならない、そういっ

た面でなかなか市のほうとしてやり繰りが大変なんでしょうけれども、今後老朽化
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した施設を更新していってでも普通債等で施設、道路等はそっちから起債は起こす

んでしょうけれども、今後、今総合的な三つのこの、何ていいますか市債の残高が、

老朽化した施設を今後５年間で建設して改良していくことによって、本当にここに

書いてあった総合計のこの市債が２４５億、トータルしたら１０年間で１１０億も

市債を減らすちゅうのは並々ならぬ私は市長の采配であるとは思ってます。 

 だから、本当にそれができるんかどうか、これから５年間施設を更新していくけ

れども２４５億までのこの市債トータルですね、市債残高、一般、特会、企業会計

合わせたものが本当にここまでのものをきちっと抑えていくことができるかどうか、

その辺について、施設を更新するに当たって大丈夫なんか、その辺をちょっと最後

にお尋ねしたいと思います。 

○議長（秋山哲朗君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  岡山議員の御質問にお答えをいたしたいと思います。 

 大変、市債、市の借金を大幅に減らしてきておるということで評価をいただきま

してありがとうございます。実際に大幅に減らしてきておりますけれども、この中

には臨時財政対策債といいまして、本来は国が交付税で各地方自治体に出すべきお

金を、国がお金がないということでかわりに借金をしてくれないかというふうに言

われてます。 

 美祢市においても、その臨時財政対策債という形で、これは借金を起こしており

ます。しかしながら、これについては、後年国からの交付税によって補充していた

だくという仕組みになってますけれども、ですから、もしこの臨時財政対策債てい

うものがなかったらまだ大幅に美祢市の借金は減らしておれたんですけれども、ほ

かの普通債という言葉使われましたけどもいろんな市の借金については大幅に減ら

してます。 

 ただし、今申し上げた国の肩がわりで借金をしている部分については、せざるを

得ないということで、これはふえてます。しかしながら、これはある意味国のかわ

りに借金をしとるという形のものですんで、これを今後国の財政的な問題がありま

すんで、さらにずっと継続されていかれるならこの部分についてはふやさざるを得

ないけれども、その分があるにもかかわらず、全体とすれば市の借金は大きく減っ

てきておると。 

 それと、今おっしゃいました公共施設ですね、このことが、これは我が美祢市だ
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けではないです。全国において高度成長期なり、それからその後のバブルに合わせ

ていろんな施設ができていってますね。これはやはり、国民の方が安全で、そして

便利にお暮らしになれるようにということで、国においても県においても市町村に

おいてもいろんな投資を行ってまいりました。 

 これがちょうど半世紀を迎えるものが非常に多くなってきたということで、大幅

な更新なり補修が必要ということは、もう美祢市だけじゃないという状況です。

我々も合併市ということで、旧美祢市、旧美東町、旧秋芳町においてもいろんな投

資をして、それが今公共施設として残ってます。これを今、全部洗い出して、市の

市民の方々がいかに安全にお暮らしできるかということをまず第一に考えて、補修

なり、更新を考えていこうと思ってます。 

 今回の平成３１年度のこの見込みを出しておりますけれども、今後一般的な投資

については考えてやっておりますけれども、ある意味においては、もうやるべきこ

とがないものは減らすものもありますし、また、今の更新すべきものは更新してい

かなくちゃいけないし、一方では、この美祢市というのは放っておけば人口が減っ

てきて高齢化が進んでますんで、いかにこの美祢市に定住をしていただくかという

ことを第一義に考えていかなくてはいけない。これは美祢市だけじゃない。山口県

も日本国で第４番目に高齢化、人口減進んでおる県ですから、美祢市もですね、そ

の中にあってさらに高齢化、人口減少が進んでおるという現実があります。 

 ですから、ただ守りだけじゃなしにいろんなこの──例えば秋吉台科学博物館の

こともありますけれども、魅力あるものにして人口定住をふやすということも考え

ていかなくちゃいけない。ですから、いろいろなことを勘案しながら、この平成

２６年度にその計画を出していきたいというふうに思っております。 

 ですから、それを踏まえた上で、今後この平成３１年度の市債残高、私は今より

それをふやす気は全くありません。それは、冒頭の方針で申し上げましたとおり、

今後国からの普通交付税が合併算定替えの効果が全くなくなってまいりますから、

それを踏まえた上で、市の財政運営をしていく必要がありますんで、ですからこの

市の財政規律はきっちり守って、なおかつ市民の方に不安を与えない、安全安心で、

そして希望が持てるものをやっていくていうのは非常に厳しいバランスの上に立っ

て、そして、覚悟を持ってやっていかなくちゃいけないと私は市長として思ってま

す。 
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 今後もこの基本的な考え方は変えずに、市民の方々に大きな、未来の子供たちに

も大きな負担を残さないように、今住んでおられる方々にとっても不足がないよう

に、そして未来を担う子供たちに希望が持てるようにやっていきたいというふうに

思っております。 

 以上です。 

○議長（秋山哲朗君）  そのほか、岩本議員。 

○１１番（岩本明央君）  予算書の９８、９９ページをお願いします。１６款の財産

収入というのがありますが、去年土地開発公社、約２０億円という大金を抱え込ん

で、もちろん土地もありますが、この不動産売払い収入の１，７７９万７，

０００円、これは多分そういうふうな土地を売られて入ってくるお金と思いますが、

これの明細ちゃああれですが、詳しく何かありましたら教えていただきたいと思い

ます。どのような予定ていうか、計画ていいますか。 

○議長（秋山哲朗君）  波佐間総務部長。 

○総務部長（波佐間敏君）  ただいまの岩本議員の御質問にお答えいたします。 

 財産収入の土地売払い収入の平成２６年度の当初予算の見込みですけれど、これ

は、議員が申されましたように、土地開発公社を解散しておりますが、これを市の

ほうに財産として所管移転しております。 

 新年度の予算としては、来福台が２区画、長田団地１区画、旦住宅団地を１区画

売払う見込みとして、予算計上しているものであります。 

 以上です。 

○議長（秋山哲朗君）  岩本議員。 

○１１番（岩本明央君）  そうすると４筆ですから４００万ちょっとていう、１区画

がですね、計算なるわけですが、なかなか今のこの２０億ちゅうのは早く土地が売

れて身軽になればいいなあと考えるんですが、お互いにその辺は協力し合って、頑

張っていきたいと思いますが、何か特別にいい策がありますでしょうか。お考えで

しょうか。 

○議長（秋山哲朗君）  波佐間総務部長。 

○総務部長（波佐間敏君）  住宅団地の販売促進につきましては、昨年、土地開発公

社から市のほうに移管した後に、市の内部会議として住宅販売促進に関する協議会

を持って、さらには職員の若手からの意見を求めるワーキンググループということ
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を数回重ねて、新しい住宅販売に関する方針なり、意見なりを求めております。 

 現在のところ、まだ確定はしておりませんけれど、土地開発公社の解散時にも当

議会においても意見が出ていたと思うんですけれど、販売価格の時点修正といいま

すか、当時の販売価格を現在の土地の価格に見合う実勢修正を行う、土地の販売価

格を見直す、この方向がまず一番大きな課題ではないかというふうなことを考えて

現在検討中であります。 

 以上です。 

○議長（秋山哲朗君）  そのほか質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第９号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１３、議案第１０号平成２６年度美祢市国民健康保険事業特別会計予算の

質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１０号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１４、議案第１１号平成２６年度美祢市観光事業特別会計予算の質疑を行

います。質疑はありませんか。坪井議員。 

○３番（坪井康男君）  観光事業特別会計経営健全化計画、これが平成２６年度で終

了ということで、この間のいろんな施策によって、ほとんど計画どおりに赤字解消

というようなお話でございました。 

 それはそれで大変結構なことなんですが、私がやっぱり大事だなあと思うのは、

市として、この２１年度から来年度まで健全化の方向で合理化が進んだ主たる要因

は、人件費の削減であろうとこういうふうに思っています。 

 去年のいつだったか、従来平成１９年度の観光事業特別会計に所属する人数が

５２人であったと。それが、平成２４年度末で１１人に減った。つまり、４１人ほ

ど減少したと。これが健全化計画の目標達成の一番大きな目玉的な要因だろうとこ

のように理解かつ認識しております。 

 それで本題は、これだけ４１人減らして、この人たちがもはや観光事業特別会計

のお仕事にかかわっておられないでちゃんと事業が回ってるというふうには思えな
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いんで、ただいま観光事業特別会計に計上される職員の人数ですね、これをまず教

えていただきたいなと思います。 

 それから、かなりの人が直の正規の職員ではなしにパートといいますか、委託と

いいますか、そういう形に変わっているだろうと思うんですが、こういう人たちは

何人ぐらいいらっしゃるんだろうかと。 

 もし、そういう人がいらっしゃるとすれば、平成２６年度の最終年度で、この観

光事業特別会計の経営健全化計画の締めくくりとして、依然としてもしパート職員

のままでいかれるのか、それともこれを、例えば観光協会経由で、観光協会と一本

で契約をされるのか、その辺の見通しについて。 

 それから、私が一番懸念しますのは、この健全化計画大変目標は達成なんですが、

実は観光客がふえてそのような合理化が達成できたということじゃ決してないと思

っています。６０万人からさらに何万人か減ってるはずなんで、これに対して、ど

う今後基本政策としてやっていくのか、ふやしていくのかと。きょう市長のお話の

中に着地型観光の推進、それから観光資源のこれブラッシュアップちゅうんでしょ

うか、資源のこれ、ブですかプですか。資源のブラッシュアップていうのは、あま

り聞いたことない言葉なんですが、これどういう意味なんだろうかと。 

 それから、着地型観光てのは、言葉としては何となく理解できますが、具体的に

着地型観光を推進していくというために、具体的にどのような組織体制、あるいは

中身で推進していこうとしておられるのか、そこらあたり幾つか聞きましたがお答

えをいただきたいと思います。 

○議長（秋山哲朗君）  藤澤総合観光部長。 

○総合観光部長（藤澤和昭君）  ただいまの坪井議員の御質問にお答えしたいと思い

ます。 

 まず最初に、職員の問題、数の問題だったと思いますが、御指摘のとおり先ほど

の数字、正職員といいますか、市の職員の数の比較だと思いますが、実は職員から、

一般に非正規職員といいますか、委託職員として、現在それぞれの業務に従事して

いただいておる職員がおりまして、これが現在２８名、これは、観光洞の案内業務

であったり受付業務、あるいは見回り等もしてる職員であります。一般には私ども

アテンダントと呼びまして、観光客との接客等に従事していただいてる方々であり

ます。 
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 それが現状でありますが、今後こういったものを健全計画後ということですが、

あくまでもこの経営健全化、あるいは今回の再建計画というものは、私どもの観光

事業を構造的に持続するような体質に持っていくことが目的でありますから、今回

外部監査からも指摘してあったようにこういった、できるだけアウトソーシングと

いいますか、委託化を図って経営の効率化を図っていきたいと考えております。 

 なお、現在こうしたそれぞれの働いてらっしゃる方に対しては、最終形としては

やはり法人委託というのが望ましいのではないかということで、現在内部検討をし

ておるところであります。 

 続きまして、経営の改善に向けてコストカットだけでなくて増益、増収という視

点はいかがかということだと思います。確かに、議員御指摘のとおり、入洞者数等

の観光客が減っております。こういったところについて、私ども観光部といたしま

しては、キーワードはやはり連携であり、国際化であり、そして、ジオパークとの

関係を含めて、今後この観光振興に努めてまいりたいと思います。 

 なお、きょうの提案説明にもありましたように、時期としては明治維新、こうい

った大河ドラマ等も利用させていただいて、プロモーション活動に努めてまいりた

いと思います。 

 なお、その中でございました観光資源のブラッシュアップという表現が難しいよ

うでしたら、観光資源を洗い出すといいますか、今隠れているものを磨き上げる、

そして世に送り出す、そういった意味合いのもので、隠れた資源を見つけ出してい

くということは、現在フォトロゲイニングなどの事業を通して地元にある地域資源、

観光資源を広く市民の皆様方に知っていただき、誇りに思っていただくとともに、

市外の方にお伝えするという、こういった事業であります。 

 最後に、着地型事業についての御質問があったと思いますが、この着地型という

のは、現在我が日本においても非常に、観光振興の上で非常に注目されている分野

であります。一般には、旅行業というものは発地、つまり旅をする側からいろんな

旅行プランを計画しそれをつくっていくわけですけども、着地、つまり地元のほう

が地元にある優れた観光資源をアピールし、それを旅行商品化し売っていく。そう

することによって、例えば一つの例ですが、オプショナルツアーというのがありま

す。ある大型旅行施設に行ったときに、そこで行って帰るだけでは経済効果が薄い

ので、地域内に経済循環させるためにはその周遊性を高めて、滞在時間を長くする
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必要がありますから、それぞれ近くにある観光資源、地域の地元のもの、食であり

また楽しみであったりイベントであると思いますが、そういったものを絡めて周遊

時間を長くし経済効果につなげる、そういった取り組みであります。 

 また、この着地型というのはそういった経済効果だけでなくて、私たち住んでお

るものが地元にあるものを改めて見直すことにより、非常に誇りに思えるといいま

すか、自信の持てる、そういった性格のものでありますので、現在この着地型につ

いて国が懸命にいろんな施策を講じておられ、また、私どもの市においてもこれを

重点施策、事業として取り組んでいきたいと思っております。 

 なお、この着地型事業につきましては、国のほうでも課題として掲げているのか、

結局は着地型は一般にいいますと不採算的な事業であります。大手旅行業者等では

拾いきれないところがあるので、第３種旅行業資格等を育成、あるいは育てたり、

それを、事業を活発化させるなどのことが、地元自治体としては求められていると

考えております。 

 以上です。 

○議長（秋山哲朗君）  坪井議員。 

○３番（坪井康男君）  念のため確認させてください。１点目の人数のことですが、

昨年聞いておりました１１人がまだ正規の職員として残っておるということだった

と思いますが、この人たちは今、ゼロになったということでよろしいかというのが

１点。 

 それから、この非正規職員とさっきおっしゃいましたが、この人たちは委託とい

うふうに聞きましたね。それは、アウトソーシングとは言わないんですか、言うん

ですか、という問題。 

 それから本当に、例えば法人委託とさっきおっしゃったけれども、法人委託の場

合が本当の意味の委託というのがその辺何かぼんやりしてますんでね、これ大事な

ポイントだと思います。法人委託とおっしゃるけど、そいじゃどこにするのという

ことになると、今の流れからいえば、当然観光協会ぐらいしかないんですよね。ほ

かにあればおっしゃっていただきたいんですが、そう思うんでやっぱり本当にこう

いう人たちを、本当の意味のアウトソーシングていいますかね、それを束ねてちゃ

んと管理運営していけるような、そういう法人にお願いするってていうのが委託の

本筋だろうと思って、アウトソーシングのね。そう思っているんで、その点もう
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１回確認と。 

 それから、今着地型観光の中で、例えば３種の旅行業の資格がある人というよう

なことなんですが、これ言葉としては簡単に言えるんですけどね、本当にそういう

着地型観光を主体的に進める、しかもおっしゃるとおり余り儲からん仕事ですよね。

よほどの何かきちんとした推進、基盤と言いましょうか体制を具体的に構築してい

かないと、単に旗振りだけではこれ絶対に進まん話だと思うんです。そういう意味

で、例えば今考えられておるこういう事業を推進する核になる、そういうところは

どういうところがあるのか教えてください。 

 以上、念のため確認させてください。 

○議長（秋山哲朗君）  藤澤総合観光部長。 

○総合観光部長（藤澤和昭君）  ただいまの御質問にお答えします。最初の職員の問

題ですが、ゼロではございません。現在も職員が観光センター等で従事しておりま

すんで、ゼロではないということであります。（「何人」と呼ぶ者あり）一般会計

を含めまして、現在１３名の観光部所管職員がおります。一般会計を含めてです。

業務は私ども観光部職員ですので。 

 それから、２点目であります。（発言する者あり）はい。（発言する者あり） 

○議長（秋山哲朗君）  挙手をしてですね、ちょっと先に答えるかどっちかにしてく

ださいね。先に答えさせますかどうしますか。いいですか。なら先に３点答えてく

ださい。 

○総合観光部長（藤澤和昭君）  どうも、混乱させるような回答して済いません。 

 平成２５年度におきまして、特別会計での計上職員は１１名で、２６年度予算で

は９名と。 

 続きまして、着地型観光についてのことだと思います。これ、議員御指摘のとお

り、受け皿の問題だと思うんです。しっかりした受け皿がないとこの事業は推進し

ていきません。 

 ですから、私どもは観光振興計画において、観光協会の位置づけ、その役割の中

に、そうした第３種の取得も明記させていただいておりますので、当然に私たちの

目標としては、そうした協会にこういった事業が行えるように、私たちはその支援

なり、連携をしていくべきだと考えております。 

 以上です。 
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○議長（秋山哲朗君）  よろしいですか。そのほか質疑はございませんか。三好議員。 

○９番（三好睦子君）  お尋ねします。明治維新と大田絵堂戦役１５０周年のこのイ

ベントを成功させるために、この件については全県で取り組んでいると聞きました

けど、どのような内容で、どこまで進んでいるのかお尋ねします。 

○議長（秋山哲朗君）  藤澤総合観光部長。 

○総合観光部長（藤澤和昭君）  ただいまの三好議員の御質問にお答えします。 

 明治維新に関する取り組みと思います。明治維新１５０周年とともに、来年ＮＨ

Ｋ大河ドラマ花燃ゆがこの山口を舞台に繰り広げられます。したがいまして、現在

美祢市では、全県一体となった取り組み、県、あるいは県の観光連盟が中心となっ

ておりますが、県内の全市町で構成するプロジェクト推進会議が、近く設置されま

す。その中で、オール山口、オール長州ということで、この明治維新、大河ドラマ

を利用した観光プロモーションを進めていこうと考えております。 

 美祢市といたしましては、上記の件はもとより、このたび、平成２６年度に立ち

上げますフィルムコミッション、こういった映像を媒介としますプロモーション活

動に利用できる組織を立ち上げますので、その中で大河ドラマのロケ、あるいは明

治維新に関連するいろいろなテレビ番組や、そういった放送の誘致、それから環境

づくりをつくっていきたいと思います。 

 さらに、先般、さきの市議会でも御質問ありました大田絵堂戦役１５０年、これ

がちょうど大河ドラマ放映と同時に行われますので、もちろん現在も県、あるいは

そのオール山口で進めますプロジェクト推進会議において、幕末の中で非常に大き

な位置を占めます大田絵堂を題材として取り上げていただくよう強く働きかけてい

きたいと思っております。 

 なお、この件に関しましては、私ども総合観光部と教育委員会のほうが予算を持

っているところであります。 

 なお、総合観光部におきましては、観光プロモーション経費の１，６００万円余

り、それから着地型観光の８１９万７，０００円を使いまして、この明治維新、大

河ドラマ対策費として、取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（秋山哲朗君）  そのほか質疑は、三好議員。 

○９番（三好睦子君）  ありがとうございました。今プロジェクト推進協議会を立ち
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上げると、設置するって言われましたけど、もう残り少ないんで早くしないと間に

合わないのではないかと思います。 

 それと、それこそあっという間に時は早く流れます。この前大分に行ったんです

けど、ちょっと苗字忘れ、何やったけ、黒田官兵衛さんのところの──ジオパーク

で行政視察に行ったんですけど、そこの方が言っておられました。大河ドラマを甘

く見とったと。もうそれはすごかったと。だから、甘く見たらいけんよってていう

のを言われて、これは大変と──お伝えしなければいけないと思いました。 

 それと、フィルムコミッションの中身ですが、どのような。今誘致と環境づくり

とありましたけど、もう少しその点を詳しく教えてください。 

○議長（秋山哲朗君）  藤澤総合観光部長。 

○総合観光部長（藤澤和昭君）  ただいまの御質問にお答えしたいと思います。 

 明治維新、大河ドラマの件につきましては、三好議員からも視察の後にお見えに

なられて、いろいろ御指導いただきましたが、実はそのことについては、私ども十

分理解といいますか、そのように取り組んでおりまして、美祢市の観光協会とも、

どのように取り組んでいくかで、具体的に始めております。 

 なお、ある市議会議員さんは、秋芳洞の商店街の会議の際に、この明治維新のこ

とを訴えられて、商店街に対して、今持ってる資源を当面は、この大河ドラマに結

集、集中させるべきであるというような御意見も言っておられました。 

 これは、私ども行政だけでなく、市議会の皆様方もそうした場を通じて言ってい

ただけると思って本当にありがたく思っております。三好議員さんもよろしくお願

いします。 

 続きまして、フィルムコミッションですが、フィルムコミッションについては、

実際にＣＭや映画のロケを誘致することによって、この美祢市のロケ地が市外、県

外、全国的に発信される、そして気づいていただけるという情報発信機能、そして、

情報の接触機会をアップさせることになると思います。 

 もちろん、実際にロケなどが行われますと、その撮影隊等からの宿泊や飲食等、

そういった経済効果も生まれると思います。また、エキストラの募集などがあれば、

それによって交流人口もふえると考えております。 

 そして、何より市民の皆様方が地域が日本全国に放映されるわけですから、自信

と誇りを持っていただける、私たちのまちがすばらしいと思っていただける、そう
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いった効果がこのフィルムコミッションの活動を通じて期待できるものではないか

と考えております。 

 以上です。 

○議長（秋山哲朗君）  三好議員。 

○９番（三好睦子君）  ありがとうございました。そのフィルムコミッションの件で

すけど、大田絵堂の戦いは、本当に感動的なドラマがあるので、そのストーリーを

それにつくるとかできないかなと思うんです。それと、実物大の騎兵隊の人形を置

くとかを計画してはどうかと思いますが、そのようなことをお考えかどうかお尋ね

します。 

○議長（秋山哲朗君）  藤澤総合観光部長。 

○総合観光部長（藤澤和昭君）  貴重な御提案として承っておきます。 

○議長（秋山哲朗君）  岩本議員。 

○１１番（岩本明央君）  フィルムコミッションのこと大変出ておりますので、ちょ

っと懸念がありますので、教育委員会と観光のほうにお尋ねいたします。 

 実は、私昭和５２年に八つ墓村というのがありまして、景清洞に大分、女優さん、

俳優さん、スタッフたくさん来られまして、私も臨採でおりまして、対応したこと

があるんですが、特に特別天然記念物でもありますし文化財でもあります。問題は、

あのとき思ったのは、もう本当に言うちゃあ悪いけど、大変マナーが悪かったこと

を覚えております。 

 後から、ここはそういう文化財でもあるからよう拾ってあるけよって、上司から

言われたことがありますが、その辺の言うちゃ悪い懸念も相当私の経験ではありま

した。その辺で、スタッフの方にもその辺の重要性も十分教育委員会なり、観光の

ほうからもおっしゃっていただかんと後始末が悪いし、観光客、ほかの方にも相当

悪いイメージを与えるんじゃないかっちゅうことを私が懸念してるんです。その辺

のことはお気づきでしょうか。 

○議長（秋山哲朗君）  藤澤総合観光部長。 

○総合観光部長（藤澤和昭君）  ただいまの御質問ですが、フィルムコミッション所

管課として、この事業を進めていく上では、特に秋吉台、秋芳洞こういった特別天

然記念物や自然保護法の関係等がありますので、教育委員会並びに県の管理のもと、

きちっとした対応をしていきたいと考えております。 
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○議長（秋山哲朗君）  そのほか御質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１１号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１５、議案第１２号平成２６年度美祢市環境衛生事業特別会計予算の質疑

を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１２号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１６、議案第１３号平成２６年度美祢市住宅資金貸付事業特別会計予算の

質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１３号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１７、議案第１４号平成２６年度美祢市農業集落排水事業特別会計予算の

質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１４号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１８、議案第１５号平成２６年度美祢市介護保険事業特別会計予算の質疑

を行います。質疑はありませんか。三好議員。 

○９番（三好睦子君）  この予算書の４５９ページですけど、推進委員会会議の業務

委託料が３１６万５，０００円とありますが、これはどこに委託をするのでしょう

か。そして、これは２５年度にはないのですが、２６年度に出てきていますがどう

いう理由からでしょうか。お尋ねします。 

○議長（秋山哲朗君）  井上市民福祉部部長。 

○市民福祉部長（井上孝志君）  これは、平成２６年度が第６次の介護の計画の策定

年度になりますので、計画策定に当たりましては、二次調査とかいろいろなものを

業者のほうに委託をして、計画づくりに生かしていきますので、その主な費用がこ

の中に入っております。 
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 なお、業者につきましては今から選定入りますので、まだ決定をしておりません。 

 以上です。 

○議長（秋山哲朗君）  三好議員。 

○９番（三好睦子君）  今の二次予防ということでしたけど、この予算書の

４７３ページにも介護予防の二次予防事業対象者把握事業の委託とありますが、同

じことなのかなと思うんですが、どうなのでしょうか。 

 そして、その下に通所型訪問看護予防事業もありますが、この委託先をお尋ねし

ます。 

○議長（秋山哲朗君）  井上市民福祉部長。 

○市民福祉部長（井上孝志君）  これについても、それぞれの事業が違いますので、

中身を分けてやるようにしてますので、こういう分け方になってます。 

 以上です。 

○議長（秋山哲朗君）  そのほか質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１５号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１９、議案第１６号平成２６年度美祢市後期高齢者医療業特別会計予算の

質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１６号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第２０、議案第１７号平成２６年度美祢市水道事業会計予算の質疑を行いま

す。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１７号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第２１、議案第１８号平成２６年度美祢市病院等事業会計予算の質疑を行い

ます。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 
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 ただいま議題となっております議案第１８号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第２２、議案第１９号平成２６年度美祢市公共下水道事業会計予算の質疑を

行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１９号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第２３、議案第２０号美祢市公共施設あり方検討委員会条例の制定について

の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第２０号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第２４、議案第２１号美祢市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に

ついての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第２１号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第２５、議案第２２号美祢市職員の退職手当に関する条例の一部改正につい

ての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第２２号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第２６、議案第２３号美祢市手数料条例の一部改正についての質疑を行いま

す。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第２３号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第２７、議案第２４号美祢市すこやか子育て基金条例の制定についての質疑

を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 
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 ただいま議題となっております議案第２４号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第２８、議案第２５号美祢市社会教育委員設置条例の一部改正についての質

疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第２５号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第２９、議案第２６号美祢市青少年問題協議会条例の一部改正についての質

疑を行います。質疑はありませんか。三好議員。 

○９番（三好睦子君）  この条例は、任期が２年ですが２０年から始まっているよう

で、今回は任期途中なんですが、この条例の文面からいって任期途中でも文面が変

わるのでしょうかお尋ねします。 

○議長（秋山哲朗君）  内藤生涯学習スポーツ推進課長。 

○教育委員会事務局生涯学習スポーツ推進課長（内藤賢治君）  三好議員の御質問に

お答えします。 

 上位法が変わりますので、条例をそれに合わせるような形で改正ということにな

っております。 

 以上でございます。 

○議長（秋山哲朗君）  三好議員。 

○９番（三好睦子君）  ここの文面の中にはないのですが、条例の中で６条の２の中

で専門委員は、とありますが、専門委員は市長がと云々とありますが、この６条の

２と９条にも市長がとうたってありますが、これも変わるのでしょうか、お尋ねし

ます。変更があるのかどうかお尋ねします。 

○議長（秋山哲朗君）  内藤課長。 

○教育委員会事務局生涯学習スポーツ推進課長（内藤賢治君）  ただいまの御質問に

お答えします。 

 任期中は変わりません。 

 以上でございます。 

○議長（秋山哲朗君）  よろしいですか。私の顔見んで手を挙げてください。はいど

うぞ、三好議員。 

○９番（三好睦子君）  そしたら、ここのこの文面、ここにある文だけ変わるていう
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ことなんでしょうか。 

○議長（秋山哲朗君）  内藤課長。 

○教育委員会事務局生涯学習スポーツ推進課長（内藤賢治君）  法律が、そのとこは

削除されたので、条例のほうでということです。この文面だけが変わることになり

ます。 

 以上でございます。 

○議長（秋山哲朗君）  そのほか質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第２６号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第３０、議案第２７号美祢市立秋吉台科学博物館の設置及び管理に関する条

例の一部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。三好議員。 

○９番（三好睦子君）  これからいけば、毎週月曜日が休みになるようですけど、修

学旅行生の受け入れ態勢とかいうのは、どのようにされるのでしょうか、お尋ねし

ます。 

○議長（秋山哲朗君）  高橋文化財保護課長。 

○教育委員会事務局文化財保護課長（高橋文雄君）  ただいまの三好議員の御質問に

お答えいたします。 

 月曜日を休館といたしますので、修学旅行の受入等についても、なしという形で

進めさせていただきます。 

 ただ、２７年の１月１日から、この条例は施行いたしますので、その間を周知期

間としていろいろな広報等を行う予定にしております。 

 以上でございます。 

○議長（秋山哲朗君）  そのほか質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第２７号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第３１、議案第２８号美祢市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例

の一部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第２８号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第３２、議案第２９号美祢市営住宅条例の一部改正についての質疑を行いま

す。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第２９号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第３３、議案第３０号美祢市消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定

についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第３０号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第３４、議案第３１号山口県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数

の減少及び規約の変更についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第３１号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第３５、議案第３２号美祢市過疎地域自立促進計画の一部変更についての質

疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第３２号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第３６、議案第３３号桂岩辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財

政上の計画の一部変更についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第３３号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第３７、議案第３４号美祢市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定につ

いての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第３４号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第３８、議案第３５号美祢市固定資産評価審査委員会補欠委員の選任につい

ての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第３５号は、会議規則第

３７条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異

議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略す

ることに決しました。 

 これより議案第３５号を採決いたします。本案について原案のとおり同意するこ

とに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意さ

れました。 

 日程第３９、議案第３６号美祢市教育委員会委員の任命についての質疑を行いま

す。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第３６号は、会議規則第

３７条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異

議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略す

ることに決しました。 

 これより議案第３６号を採決いたします。本案について原案のとおり同意するこ

とに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意さ

れました。 

 前田耕次さん、入場をお願いいたします。 

   〔前田耕次君 入場〕 

○議長（秋山哲朗君）  前田耕次さんには、ただいま議会におきまして教育委員会委

員の任命に同意されましたので、本席からお知らせをいたします。 

 この際、前田教育委員会委員より御挨拶の申し出がございますのでどうぞよろし

くお願い申し上げます。 

○教育委員会委員（前田耕次君）  前田でございます。このたび教育委員の再任に御

同意くださいましてまことにありがとうございます。 

 これまで４年間市内の小中学校を参観させていただきました。美祢市の先生方は、

多忙にもかかわらず子供たちの学力向上に力を注いでいることがよくわかりました。

また、地域の方々も積極的に学校にかかわり、地域の学校として大切にされている

こともよくわかりました。これからの４年間は、学校で抱えるさまざまな課題を一

緒に考え、日本一学びの好きな子供や教師のいる学校づくりに協力したいと思って

おります。 

 最後に、これからの美祢市教育の充実と発展に微力ではございますが力を注ぎた

いと思いますので、どうかよろしくお願いします。 

○議長（秋山哲朗君）  ありがとうございました。それでは、前田教育委員会委員に

は御退場をお願いいたします。ありがとうございました。 

   〔前田耕次君 退場〕 

○議長（秋山哲朗君）  日程第４０、議案第３７号美祢市固定資産評価審査委員会委

員の選任についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第３７号は、会議規則第

３７条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異

議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略す
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ることに決しました。 

 これより議案第３７号を採決いたします。本案について原案のとおり同意するこ

とに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意さ

れました。 

 以上をもちまして、本日の議事日程は全て終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。大変お疲れでございました。ありがとうござ

いました。 

   午後２時０９分散会 

────────────────────────────── 
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